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あなたの優しさ待ってます
献 血 に ご 協 力 を

●3月の献血日程（全血献血）
・10日（日）

午前9時30分～正午と午後1時～3時

30分…立正佼成会新津教会

・14日（木）

午前9時～11時30分…新潟交通機械

（株）

午後1時～3時30分…日佑電子（株）

新津工場（川口）

●問い合わせ 福祉健康課福祉係（内

線146）へ。

平成14年度給食用物資
の納入登録業者を募集

●登録に必要な条件
①受注の物資が指定の日時に納入でき

ること

②新鮮で衛生的な物資を納入すること

③取扱場所や取扱者が常に衛生的であ

ること

●納入予定品目
乳製品、調味料、豆類およびその加

工品、冷凍・加工食品、缶詰類、漬物、

めん類、乾物、野菜、果物類、肉類、

魚介類、その他

●提出書類 登録申請書（用紙は申込

先にあります）および納税証明書

●申込み・問い合わせ
・市立保育所…3月11日（月）までに、

福祉健康課児童係（内線254）へ。

・学校給食…3月29日（金）までに、東

部地区学校給食共同調理場（蕕24－

0170）または西部地区学校給食共同調

理場（蕕24－2710）へ。

※学校給食用物資の購入は、納入登録

業者の見積合わせにより行います。

卒業式等のご案内
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放課後児童クラブの
児 童 を 追 加 募 集

●対象となる児童 放課後、自宅に帰

っても保護者がいないなどの理由で保

育を必要とする、おおむね小学1～3年

生の児童

●申込期間 3月15日（金）まで

蟋こどもクラブ（第一小学校内）
藺開設日と保育時間

・平日…下校時刻から午後6時30分

・土曜日…午前8時～午後6時30分

※休校日や夏・冬・春休み期間中も開

設します（日曜、祝日などを除く）。

藺募集人数 若干名

藺問い合わせ 福祉健康課児童係（市

役所2階濳番窓口、内線256）へ。

蟋キッズクラブ
（阿賀小学校区、地域学園内）

藺開設日と保育時間

・平日…下校時刻から午後6時30分

・土曜日…午前8時～午後6時30分

※夏・冬・春休み期間中も開設します

（日曜、祝日などを除く）。

藺募集人数 20名

藺問い合わせ 皆川さん（蘂090－2959

－2723）へ。

蟋バンブーキッズ
（第二小学校区、新町1丁目）

藺開設日と保育時間

・平日…下校時刻から午後6時30分

・土曜日…相談に応じます

※夏・冬・春休み期間中も開設します

（日曜、祝日などを除く）。

藺募集人数 25～30名

藺問い合わせ 佐々木さん（蘂090－

1422－8409）へ。

お知らせコーナー　市役所 蕕24－2111（代表）

3 月市議会定例会
お 気 軽 に 傍 聴 を

◇日程（都合により変更の場合あり）
3月 5日（火）…本会議

13日（水）…本会議
14日（木）…本会議
15日（金）…厚生委員会
18日（月）…文教経済委員会
19日（火）…建設企業委員会
20日（水）…総務財政委員会
26日（火）…本会議

市議会の様子をラジオチャットで
市長施政方針、市議会議員の代表・一
般質問とその市長答弁を放送します。
◇放送日 3月15日（金）から土・日曜
日を除く毎日（質問者全員が終了する
まで）。時間は午後9時～10時
◇問い合わせ 市議会の内容に関する
ことは議会事務局（内線611）、放送に
関することはラジオチャット（蕕23－
5000）へ。

新 設

ご
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だ
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社会福祉協議会
からのお知らせ

■在宅介護者の集いに参加しませんか？

●とき 3月13日（水）の午前10時～午後3時

●ところ ホテル小柳（田上町）

●対象 在宅で、寝たきりや痴ほうの高

齢者・障害者などの介護をしている人

●内容 介護方法の情報交換や相談など
●参加費 2,500円（昼食代を含む）

●申込締切日 3月5日（火）

■ふれあい在宅福祉サービス利用料が

変わります

※このサービスは、住民同士の助け合

いによる介護保険外のサービスです。

■手話奉仕員入門講座の受講生を募集

●とき 4月18日～10月17日の毎週木

曜日（8月15日を除く、全26回）。時間

は午後7時30分～9時

●ところ 本町二番館会議室

●参加費 850円（テキスト代）

●定員 30名

●申込締切日 4月5日（金）

■申込み いずれも、社会福祉協議会

（蕕24－8376、薨23－3322）へ。
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応援します！ 障害者
の情報バリアフリー化
障害のある人が、パソコンを使うに

あたって、障害があるために必要とな

る周辺機器やソフトなどを購入する費

用の一部を助成します。

●対象 県内に在住し、視覚・上肢に

ついて身体障害者手帳1または2級を持

つ人で、特別障害者手当の所得制限限

度額を超えない人

●助成する額 10万円を上限とし、購

入費用の3分の2まで

●問い合わせ 県障害福祉課更生係

（蕕025－280－5212）へ。

介護慰労金が今回で終了
●支給対象者 平成13年5月1日から平

成14年3月31日までの間に、6か月以上

にわたり在宅で、寝たきりまたは痴ほ

う症の65歳以上の人を介護した人

●支給の対象となる期間
平成13年11月～平成14年3月

●支給額
月額1,250円×介護した月数※

※「介護した月」とは、月20日以上在

宅で介護した月のみをいいます。

●申請期間 3月29日（金）まで

●申請先・問い合わせ 福祉健康課福

祉係（市役所1階澆番窓口、内線144）、

または次の各在宅介護支援センター

（以下、 ）へ。

蜴 下越病院（蕕24－6584）

蜴 かんばらの里（蕕25－1611）

蜴 日宝町（蕕22－2083）

蜴 おぎの里（蕕25－3081）

蜴 はさぎの里（蕕23－6161）

蜴 新津市社会福祉協議会（蕕25－

2880）

在 

在 

在 

在 

在 

在 

在 

4月分から…1時間につき300円

3月分まで…1時間につき200円

蜑

保健福祉センターの
嘱託保健婦（士）を募集

●対象 保健婦（士）の資格を持つ、

60歳未満の人

●採用人数 2名

●申込締切日 3月12日（火）

●申込み・問い合わせ 福祉健康課健

康増進係（蕕25－2510）へ。

歯周病にかかったら…
歯周病にかかる主な原因は、歯周病菌

の繁殖と、歯にかかる力（かみ合わせ）
の問題があげられます。この両方が合わ
さると、症状は驚くほど加速的に進行し
ていきます。
歯周病にかかったら、次のような治療

が必要です。

【歯の汚れをとる治療】 歯周病予防に
は、まず歯磨きが大切です。その人に合
った正しく効果的な歯磨きの仕方を指導
してもらいましょう。歯磨きで取れない
歯石
しせき

は、ていねいに取ってもらう必要が
あります。歯の周りを清潔に保つことで、
歯周病菌の繁殖を抑えましょう。

【かみ合わせの治療】 歯の位置や高さ
は微妙に変化していきますが、一部の歯
だけが強く当たって揺らされないように
することがとても重要です。歯にとって
食べること以上に負担になる力は取り除
いてあげなければいけません。

【定期健診】 歯周病は一度良くなった
ら、もう悪くならないというものではあ
りません。歯の衛生状態が悪くなったり、
歯に無理な力がかかることで進行してい
きます。
歯の健康を維持するためには、歯科医

院で定期的に歯磨きの指導を受け、日常
の歯磨きでは取れにくい汚れや歯石を取
ってもらいましょう。また、かみ合わせ
もそのつど検査して、調整してもらうこ
とが大切です。定期健診の間隔は、その
人の歯の状態によってそれぞれですが、
できるだけ3か月に一度は受けて、歯の
検査や手入れをしてもらいましょう。

（三市中東蒲原郡歯科医師会新津班）

一生噛める丈夫な歯濛

あ
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緑の風薫り 笑顔ゆきかう ふれあい文化都市

にいつ
新 津

新津市第3次総合開発計画：平成7～16年度

水と緑のまち 快適で安らぎが漂うまち

明るく元気なまち 健やかで優しさが響きあうまち

人が輝き活力のみなぎるまち にぎわいと交流のまち

豊かな人間味と文化の薫るまち 個性豊かな文化のまち

好きです！ きれいなまち・新津

市民生活課
環境衛生係
蕕24－2111
内線232

ポイ捨てしま宣言!!
新津市内では、事業者などに、自動販売機の設
置に併せて回収容器を設置することと、その回
収容器を適正に管理することが、条例により義
務付けられています。

違反者には
指導・勧告・命令

…最終的には5万円以下の罰金


